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事実の概要

　本件は、被告人が、睡眠導入剤（ブロチゾラム）
を密かに混入したコーヒーを同僚のＡに提供して
飲ませ、自損事故を起こして休んでいたＡに睡眠
導入剤摂取の約 4時間半後に再び運転をさせる
ことによりＢ運転の貨物自動車とＡ車両を衝突さ
せ、Ａを死亡させるとともにＢを負傷させ（第 1
事件）、その約 3か月後、睡眠導入剤（ゾルピデム）
を密かに混入したお茶を同僚のＣおよびその夫Ｄ
に飲ませ、その約 4時間後にＤに運転をさせるこ
とにより、Ｅ運転の普通乗用自動車とＤ車両を衝
突させ、Ｄおよび同乗のＣならびにＥを負傷させ
（第 2事件）、さらに翌月、睡眠導入剤を密かに混
入したお茶を、同じく同僚であるＦに提供して、
Ｆに約 8時間にわたる意識障害等を伴う急性薬
物中毒を負わせた（第 3事件）というものである。
　第一審１）はＡに対する殺人およびＢ、Ｃ、Ｄ、
Ｅに対する殺人未遂並びにＦに対する傷害の罪を
認めたが、控訴審２）は事故の相手方であったＢ
およびＥに対する「未必の殺意」は認められない
として、事実誤認を理由に原判決を破棄し、本件
を第一審に差し戻す判決を示した。これに対して
本判決は、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」
（刑訴法 411 条 1号）を理由に原判決を破棄し、公
訴棄却の自判をして、第一審の有罪判決を確定さ
せた。

判決の要旨

　１　本判決は、「刑訴法 382 条の事実誤認」に
つき、最判平 24・2・13（刑集 66 巻 4号 482 頁）３）

を引用し、「第一審判決の事実認定が論理則、経
験則等に照らして不合理であることをいうものと
解するのが相当であり、控訴審が第一審判決に事
実誤認があるというためには、第一審判決の事実
認定が論理則、経験則等に照らして不合理である
ことを具体的に示すことが必要である」が、原判
決はこれに反しているとする。

　２　具体的には、本判決は、第一審判決は「い
ささか措辞不適切」ではあるが、「被告人の行為は、
交通事故を引き起こす危険性が高い行為であり、
事故の態様次第でＡらのみならず事故の相手方を
死亡させることも具体的に想定できる程度の危険
性があると評価したもの」で、「被告人は、この
ような自己の行為の危険性を認識しながらＡやＤ
に運転を仕向けており、事故の相手方であるＢ及
びＥが死亡することもやむを得ないものとして認
識・認容していたと判断したものと解するのが相
当」であるから、「第一審判決が認識の対象とな
る危険性の程度を引き下げているという原判決の
指摘は、必ずしも第一審判決を正解したものとは
いえない。」と述べる。

　３　また、Ａらは「自らの判断で運転を避止又
は中止できた可能性は低かった」のであり、「他
の者が運転を制止する可能性も低かった」ので
あって、「顕著な急性薬物中毒の症状を呈してい
たＡらが仮睡状態等に陥り、制御不能となったＡ
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車やＤ車がＡらの自宅までの道路を走行すれば、
死亡事故を引き起こすことは十分考えられるので
あるから」原判決の指摘は「第一審判決の危険性
の評価が不合理であるとするだけの説得的な論拠
を示しているとはいい難い。」とする。

　４　さらに、「原判決は、被告人の行為により
事故の相手方が死亡する危険性は低かったとの評
価を前提に、被告人には事故の相手方が死亡する
ことを想起し難いというが」、これは「前提を異
にする指摘である上」、被告人は「自己の行為の
危険性を十分認識していたということができ、交
通事故の態様次第では事故の相手方が死亡するこ
とも想定しており、Ｂ及びＥはその想定の範囲内
に含まれていた」から、「Ｂ及びＥに対する未必
の殺意を認めた第一審判決の判断に不合理な点が
あるとはいえない。」とする。
　加えて本判決は、「原判決のいう実行行為の結
果として被害者が死亡することを期待していたと
いう事情は、本件において殺意を認定するために
必要なものではない。」と述べる。

　５　最後に、以上から、「Ｂ及びＥに対する殺
意を認めた第一審判決に事実誤認があるとした原
判決は、第一審判決について、論理則、経験則等
に照らして不合理な点があることを十分に示した
ものとは評価することができない」ので、「事実
誤認」を認めた原判断には「刑訴法 382 条の解
釈適用を誤った違法」があり「原判決を破棄しな
ければ著しく正義に反する」とする。
　その上で、本判決は、「訴訟記録に基づいて検
討すると」責任能力と量刑の判断を含め、「第一
審判決を維持するのが相当であり、被告人の控訴
は理由がないから」自判して控訴を棄却すると述
べる。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、①Ｂ、Ｅに対する「未必の殺意（殺
人の未必の故意）」は認められないという原判決を、
「制御不能となったＡ車やＤ車がＡらの自宅まで
の道路を走行すれば、（他者の死亡をも含む）死亡
事故を引き起こすことは十分考えられるのである
から」、原判決の指摘は「第一審判決の危険性の

評価が不合理であるとするだけの説得的な論拠を
示しているとはいい難い。」として、刑訴法 382
条にいう「事実誤認」に関する「法令違反」（刑
訴法 411 条 1号）を理由に破棄している。加えて、
②被告人からの本件控訴につき「控訴棄却」の自
判をした点でも、目を引くものである。

　二　殺人罪の「未必の故意」に関する本判決の
　　　判断
　１　「認識」と「認容」の関係
　まず、本判決は、殺人罪の「未必の故意」につ
き、第一審は「事故の相手方を死亡させることも
具体的に想定できる程度の危険性があると評価し
たもの」で、「被告人は、このような自己の行為
の危険性を認識しながらＡやＤに運転を仕向けて
おり、事故の相手方であるＢ及びＥが死亡するこ
ともやむを得ないものとして認識・認容していた
と判断したものと解するのが相当」であるから、
「第一審判決が認識の対象となる危険性の程度を
引き下げているという原判決の指摘」は第一審判
決を正解していないとしている。
　これは、一定の危険の認識がありながら行動に
出たことを根拠として「認容」を認めたもので、「認
容」がその程度の意味しか持っていないことを端
的に物語ったものである４）。つまり、本判決は「低
い危険性の認識」を「期待」で補って「故意」を
認定するという原判決の手法を否定したのであ
る５）。
　この点については、原判決の評釈６）でも触れ
た最判昭 23・3・16（刑集 2 巻 3 号 227 頁）の理
解が重要である。これは、「敢てこれを買受ける
意思」と述べつつ、「諸般の事情から『或は賍物
ではないか』との疑を持ちながらこれを買受けた
事実が認められれば賍物故買罪が成立する」とし
たもので、「敢て」が事実認定の対象から外れて
いることからみて、被告人に現に「敢て」という
判断があったことを意味するものではない。「敢
て」は、むしろ、被告人が当該犯罪の反対動機と
して十分な認識を持ちながら、それでも行動に出
たことに対する裁判所の評価と考えられる７）。

　２　被告人に認識されていた危険性の評価
　そこで問題は、本判決が、睡眠導入剤を投与さ
れた被害者Ａに運転を勧めたことや、Ａが交通事
故で死亡したことを知りつつ車で帰る予定のＣと
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Ｄにも睡眠導入剤を投与したことを理由に「自己
の行為の危険性を十分認識していた」として、こ
の程度のものを殺人罪に十分な危険性の認識とし
たことにある。
　この判断は疑問である。それは、睡眠導入剤を
投与された運転者が自損事故に終わる可能性も十
分にあるがゆえに、それ以外の者が死亡する可能
性が相対的に低いからばかりでない。ＡやＣ、Ｄ
との関係でも、「例えば、鋭利な刃物で人体の枢
要部を刺すとか、両手で頸部を絞めるといった、
人が死ぬ危険性が高い行為とは異なり、結果が
傷害や物損事故等にとどまる可能性もかなりあ」
り８）、また、「飲酒酩酊し正常な運転ができない
虞がある上に、貨物自動車の前照灯に故障があっ
て、前方注視が殆んど不可能な状態で、暗夜多数
の者が歩行している道路上を、衝突の危険のある
ことを認識しながら」自動車を運転して歩行者を
死傷させた被告人に、傷害致死までしか認めてい
ない裁判例も存在するからである９）。何より、「正
常な運転が困難な状態で自動車を走行させる」こ
とを要する酩酊による危険運転致死傷罪（自動車
の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する
法律 2条 1号）の正犯や教唆者が、必然的に殺人
の故意を伴うわけではない 10）。加えて、概括的
な殺意が認定された事案では、被告人が被害者ら
の存在する場所を目や耳で知覚していた事案が
多い 11）。
　本件のように、いつ、どこで、どのような人が
事故に巻き込まれるか特定せず、かつ、その可能
性もあまり高くないような事案では、本判決のよ
うな判断は、結果的に死傷したすべての被害者に
対する殺人の故意を認めることになってしまうで
あろう。
　ここでは、「敢て」に値する危険性の認識が必
要である。ここにいう「敢て」とは、殺人罪であ
れば、被害者ごとの「殺人」という結果の回避に
ついて標準的な規範意識の持主であれば行為を思
いとどまるはずの「行為に出れば人が死亡する可
能性」の認識である 12）。それは、少なくとも車
の運転を予定している人物に睡眠導入剤を投与す
るという認識のみでは根拠づけられないであろ
う 13）。
　さらに、問題は被告人の認識であるから、合理
的な人格ではなく被告人自身に「行為の危険性の
認識」に思い至る能力があったか否かを検討しな

ければならない。本件では、被告人側からは、軽
度精神遅滞、うつ病、不眠障害および睡眠薬使用
障害に罹患していた上、睡眠導入剤を服用させる
ことによる結果を想像しながら行為に及ぶことが
できなかったなどの主張がなされていたのである
から、責任能力とは別次元で、死亡結果について
の被告人の連想力が問われるべきなのである 14）。

　３　「（抽象的）法定的符合説」との関係
　もっとも、「人を殺そうとする行為」と「人の
死傷結果」との間に因果関係があれば、意図した
殺人の数に関わらず殺人ないし殺人未遂の罪が成
立するという最判昭 53・7・28（刑集 32 巻 5 号
1068 頁）の考え方によれば 15）、本件でもＢおよ
びＥに対しては、ＡおよびＣ、Ｄに対する殺人の
故意が符合するはずである。本判決がそのような
方法を採らなかったのは、死傷したすべての被害
者にあっさり殺人の故意を認める見解に満足して
いないからかもしれない 16）。

　三　最高裁における「控訴棄却」の自判
　控訴審では、憲法 31 条と憲法 37 条による被
告人の権利を保障し「第一審の場合と同様の公判
廷における直接審理主義、口頭弁論主義の原則」
から、原審の認定しなかった事実を根拠に有罪の
自判をするときには、公判での証拠調べが必要で
あるとされている 17）。これに対し、裁判員裁判
開始後は、控訴審は「事後審」だという理由で、「事
実誤認」を「第一審判決の事実認定が論理則、経
験則等に照らして不合理であること」を具体的に
示すことを求める裁判例が目立つ 18）。
　しかし、「事後審」論を徹底すると、控訴審は
自ら公判で証拠を取り調べて有罪認定に合理的な
疑いを抱いたとしても原判決の事実認定に「具体
的な論理則、経験則違反」を示さなければ原判決
を破棄できないことになる 19）。それは不合理で
あり 20）、また、裁判員裁判開始後の最判令 2・1・
23（刑集 74 巻 1号 1頁）も有罪自判が事実の取調
べ抜きであることを問題視しているので、「事実
誤認」による無罪判断が「論理則、経験則違反」
に限定されるという趣旨ではないであろう 21）。
　「第一審判決について、論理則、経験則等に照
らして不合理な点があることを十分に示したもの
とは評価することができない」ことのみを理由に
破棄し自判で有罪判決を復活させた本判決には、
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この点でも検討の余地がある。

●――注
１）千葉地判平 30・12・4判時 2434 号 113 頁。
２）東京高判令 1・12・17 裁判所ウェブサイト。この判決
の評釈に、松宮孝明「判批」新・判例解説Watch（法セ
増刊）27 号（2020 年）169 頁、玄守道「判批」刑事法ジャー
ナル 65 号（2020 年）101 頁、大庭沙織「行為の危険性
が高いとはいえない事案における殺意の認定方法」刑弁
103 号（2020 年）115 頁等がある。

３）その事案は、被告人が覚せい剤の入っているチョコレー
ト缶の入ったボストンバッグを、それと知らずに成田空
港に持ち込み、税関検査場で覚せい剤を発見されたとい
うものである。原判決は、被告人の故意を否定し無罪と
した第一審判決を論理則・経験則の違反を理由に破棄し
て有罪の自判をしたが、最高裁は、原判決は第一審判決
の説示が論理則、経験則等に照らして不合理であること
を十分に示したものとはいえないという理由でこれを破
棄し、公訴棄却の自判をした。

４）言い換えれば、危険を認識しつつ行動に出た行為者は、
「認識された危険」を「認容」し「意思」したのである。
５）この点につき、松宮・前掲注２）171 頁。同旨、安達
光治「判批」法セ 797 号（2021 年）128 頁。

６）松宮・前掲注２）170 頁以下。
７）同旨、玄守道『刑法における未必の故意』（法律文化社、
2021 年）239 頁以下、244 頁、玄・前掲注２）105 頁。
なお、最判昭 23・3・16 は、同趣旨の裁判例として、大
判昭 2・11・15 新聞 2780 号 14 頁を引用している。

８）原判決より。
９）広島高判昭 36・8・25 高刑集 14 巻 5号 333 頁。
10）これを指摘するのは、安達・前掲注５）128 頁。
11）大庭・前掲注２）121 頁、および、そこに列挙されて
いる東京高判昭 59・4・26 東高刑時報 35 巻 4＝ 5号 20
頁、大阪高判平 26・7・1LEX/DB25504985 等。大判大 6・
11・9刑録 23 輯 1261 頁も、毒物を家人が飲食の用に供
する湯の中に投入する行為につき、当該家人という特定
された被害者に対する殺人未遂を認めるにとどまる。

12）松宮孝明『刑法総論講義〔第 5版補訂版〕』（成文堂、
2018 年）182 頁。なお、「規範は構成要件ごとに個別化
して与えられる」から、「傷害」結果の危険性の認識では、
殺人罪の故意は根拠づけられない。

13）本件と同じく被害者に睡眠導入剤（ゾルピデム）を飲
ませ、冷静な判断力を失わせて性交に及んだ被告人に準
強制性交等罪を認めた裁判例（第一審：名古屋地判令2・3・
27 公刊物未登載、控訴審：名古屋高判令 2・8・21 公刊
物未登載）では、被害者は帰宅途中に右車線を走行し、
右側の縁石とガードレールに接触する事故を起こしてい
るが、殺人未遂罪は考えられていない。

14）松宮・前掲注２）171 頁。同旨、玄・前掲注２）106 頁。
15）最判昭 53・7・28 が、未遂では不要のはずの「傷害結
果との間の因果関係」を要求することで、殺人未遂罪の

無限の拡大を回避していることについては、新矢悦二「判
解」『最高裁判所判例解説刑事篇昭和 53 年度』（法曹会、
1982 年）330 頁以下、松宮孝明『先端刑法総論』（日本
評論社、2019 年）122 頁参照。この限定に批判的なのは、
石井撤哉「判批」西田典之ほか編『刑法判例百選Ⅰ総論
〔第 6版〕』（有斐閣、2008 年）83 頁、專田泰孝「判批」
佐伯仁志ほか編『刑法判例百選Ⅰ総論〔第 8版〕』（有斐
閣、2020 年）86 頁以下。

16）下級審が、未必の故意から「法定的符合」での殺意認
定の変更に争点顕在化措置を要求していることや（東京
高判平 6・6・6高刑集 47 巻 2号 252 頁）、「法定的符合」
によって故意犯を認定する場合には、（みなし）故意犯
を量刑上考慮すべきではないとしていること（東京高判
平 14・12・25 判タ 1168 号 306 頁）が影響しているの
かもしれない。

17）最大判昭 31・7・18 刑集 10 巻 7 号 1147 頁。同旨、
最大判昭 31・9・26 刑集 10 巻 9 号 1391 頁、最判令 2・
1・23 刑集 74 巻 1号 1頁。

18）無罪判決を破棄して有罪の自判をした原判決を破棄し
たものに最判平 24・2・13 刑集 66 巻 4 号 482 頁、最判
平 30・3・19 刑集 72 巻 1 号 1 頁があり、有罪判決を破
棄して無罪の自判をした原判決を破棄したものに最判平
26・3・20 刑集 68 巻 3 号 499 頁および最判平 30・7・
13 刑集 72 巻 3 号 324 頁が（いずれも差戻し）、有罪判
決を破棄して無罪の自判をした原判決を維持したものに
最決平 26・7・8判時 2237 号 141 頁がある。

19）川出敏裕「控訴審の審査」論ジュリ 31 号（2019 年）
118 頁は、有罪判決破棄の際、「論理則、経験則違反」
のある場合と端的に「合理的疑い」のある場合とで、実
際に差異は生じないとする。しかし、第一審判決の「論
理則、経験則」に何の問題もない場合でも、例えば真犯
人の出現や DNA鑑定の進歩等により、それが「事実誤認」
となることはあり得る。なお、外塚果林「刑事訴訟にお
ける事実誤認の審査方法に関する批判的検討」刑弁 103
号（2020 年）108 頁参照。

20）最決平 25・4・16 刑集 67 巻 4 号 549 頁における寺田
裁判官の補足意見も、「控訴審としては、合理的な疑い
があることを明らかにすることで足るはずであって、こ
れを覆すための経験則を定式化して示すことを強いる
までのことはあるまい。」と述べている。なお、後藤昭
「裁判員裁判と控訴審の役割」刑法 54 巻 3号（2015 年）
368 頁も参照。

21）村瀬均、大熊一之、宮村啓太による「特集　裁判員裁
判と控訴審」の各論稿は、裁判員裁判での事実認定の尊
重を挙げるが、控訴審の「合理的疑い」による原判決破
棄に理論的な制約があるわけではない。むしろ、問題は、
9人の裁判員裁判での「合理的疑い」を 3人の「合理的
疑いを超える有罪心証」で覆してよいのかというところ
にある。


